
別表１ 栄養管理基準 

規則第９条で定める基準 
厚生労働省健康局健康課長通知「特定給食施設における栄養管理に関する指

導・支援等について」別添２ 特定給食施設が行う栄養管理に係る留意事項

について（令和２年３月３１日付け健健発０３３１第２号 別添２） 
一 当該特定給食施設を

利用して食事の供給を

受ける者(以下「利用

者」という。)の身体の

状況、栄養状態、生活

習慣等(以下「身体の状

況等」という。)を定期

的に把握し、これらに

基づき、適当な熱量及

び栄養素の量を満たす

食事の提供及びその品

質管理を行うととも

に、これらの評価を行

うよう努めること。 

１ 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価について 
⑴ 利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況、生活状況等を定期

的に把握すること。 
なお、食事の摂取状況については、可能な限り、給食以外の食事の状

況も把握するよう努めること。 
⑵ ⑴で把握した情報に基づき給与栄養量の目標を設定し、食事の提供に

関する計画を作成すること。 
なお、利用者間で必要な栄養量に差が大きい場合には、複数献立の提

供や量の調整を行う等、各利用者に対して適切な選択肢が提供できるよ

う、工夫すること。複数献立とする場合には、各献立に対して給与栄養

量の目標を設定すること。 
⑶ ⑵で作成した計画に基づき、食材料の調達、調理及び提供を行うこと。 
⑷ ⑶で提供した食事の摂取状況を定期的に把握するとともに、身体状況

の変化を把握するなどし、これらの総合的な評価を行い、その結果に基

づき、食事計画の改善を図ること。 
⑸ なお、提供エネルギー量の評価には、個々人の体重、体格の変化並び

に肥満及びやせに該当する者の割合の変化を参考にすること。 
ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価できる指標が他にあ

る場合はこの限りではない。 
二 食事の献立は、身体

の状況等のほか、利用

者の日常の食事の摂取

量、嗜好等に配慮して

作成するよう努めるこ

と。 

２ 提供する食事（給食）の献立について 
⑴ 給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取量に占める給

食の割合、嗜好等に配慮するとともに、料理の組合せや食品の組合せに

も配慮して作成するよう努めること。 
⑵ 複数献立や選択食(カフェテリア方式)のように、利用者の自主性によ

り料理の選択が行われる場合には、モデル的な料理の組合せを提示する

よう努めること。 
三 献立表の掲示並びに

熱量及びたんぱく質、

脂質、食塩等の主な栄

養成分の表示等によ

り、利用者に対して、

栄養に関する情報の提

供を行うこと。 

３ 栄養に関する情報の提供について 
⑴ 利用者に対し献立表の掲示や熱量、たんぱく質、脂質、食塩等の主要

栄養成分の表示を行うなど、健康や栄養に関する情報の提供を行うこと。 
⑵ 給食は、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的な生活を送る

ために必要な知識を習得する良い機会であるため、各々の施設の実情に

応じ利用者等に対して各種の媒体を活用することなどにより知識の普及

に努めること。 
四 献立表その他必要な

帳簿等を適正に作成

し、当該施設に備え付

けること。 

４ 書類の整備について 
⑴ 献立表など食事計画に関する書類とともに、利用者の身体状況など栄

養管理の評価に必要な情報について適正に管理すること。 
⑵ 委託契約を交わしている場合は、委託契約の内容が確認できるよう委

託契約書等を備えること。 
五 衛生の管理について

は、食品衛生法(昭和二

十二年法律第二百三十

三号)その他関係法令

の定めるところによる

こと。 

５ 衛生管理について 
給食の運営は、衛生的かつ安全に行われること。具体的には、食品衛生

法（昭和 22 年法律第 233 号）、「大規模食中毒対策等について」（平成９年

３月 24 日付け衛食第 85 号生活衛生局長通知）の別添「大量調理施設衛生

管理マニュアル」その他関係法令等の定めるところによること。 

 第３ 災害等の備え 
災害等発生時であっても栄養管理基準に沿った適切な栄養管理を行うた

め、平時から災害等発生時に備え、食料の備蓄や対応方法の整理など、体制

の整備に努めること。 
 


